
 

  

警察署への届出が「物件事故」扱いの場合など人身事故

扱いの事故証明が発行できないときに必要な書類です。 

加害者もしくは目撃者による署名・捺印が必要です。 

何らかの理由により加害者の署名・捺印が困難な場合

は、被害者が署名・捺印のうえ、様式余白に「相手方の

協力が得られなかった」等の理由を記載してください。 

「交通事故証明書」にお名前が記載されている場合は

不要です。 

記載例 記載例 

傷害を負った方が同乗者の場合などで、交通事故証明書

にお名前が記載されていない場合には、かならず記載が

必要です。 


